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はじめに 
 情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波有効利用委員会（主査：藤井 威生 電気通信大

学先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター教授。以下「委員会」という。）は、令和７

年諮問第 30号「社会環境の変化に対応した電波有効利用の推進の在り方」について、令和７年３

月から検討を開始するとともに、検討事項のうち、無線設備の認証分野における重要課題や優先

して実施すべき政策課題等について同年７月に「無線設備の認証分野の在り方検討作業班」（主

任：梅比良 正弘 南山大学理工学部教授。）を設置し、専門的な見地から具体的かつ集中的な検

討を行った。 
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第１章 検討の背景・経緯 

１－１ 検討の背景 

我が国は、他の主要先進国に先駆けて人口減少・少子高齢化に直面しており、生産年齢人口が

減少する中にあっても持続的な経済成長を実現するための生産性の向上に取り組むことが喫緊

の課題である。また、令和６年能登半島地震などの大規模な災害が頻発する中、災害に強い強靱

な社会システムを構築することも大きな課題である。 
携帯電話に代表されるように、電波を使ったシステムやサービスは、すでに国民生活や経済活

動に深く浸透しているが、自動運転やスマート農業、遠隔医療など、電波のより一層の活用を徹

底して進めることで、平時・災害時を問わず、国民生活を便利で安全・安心なものにするととも

に、地域の課題解決や新たな市場の創出を通じた経済成長の源泉となる可能性を持っている。 
他方で、電波は有限の資源であり、電波の活用の進展に伴い電波資源はひっ迫するため、電波

の利用状況やニーズ、電波に関する最新の技術トレンドを踏まえて、周波数の割当てや周波数の

移行・再編・共用を適正かつ効率的に実施するなど、電波法（昭和２５年法律第１３１号）の目

的である電波の公平かつ能率的な利用を確保することがますます重大となる。 
このため、社会環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、電波の公平かつ能率的な利用を通じて国民

生活の利便性向上、地域の課題解決及び持続的経済成長を実現するため、国が取り組むべき電波

の有効利用の推進の在り方について包括的に検討することが必要であることから、令和７年２月

に「社会環境の変化に対応した電波有効利用の推進の在り方」として諮問された。 
本報告は、周波数割当の在り方（900MHz帯における新たな無線利用）に関する検討及び無線局

の免許制度等の在り方に関する無線設備の認証分野の在り方検討作業班における検討の結果を

取りまとめたものである。 

 

１－２ 検討課題 

 委員会においては、後述する背景等も踏まえ、社会環境の変化に対応した電波有効利用の推進

の在り方に関する検討課題として、以下の項目について報告を取りまとめることとした。なお、

これらの検討課題のうち、電波環境分野の在り方、価額競争の実施方法に関する検討については、

特に早急な対応が求められたことから先行的に議論を行い、電波環境分野の在り方については令

和７年９月、価額競争の実施方法に関する検討については同年 12 月に情報通信審議会の一部答

申として取りまとめたところである。 
（１） 電波有効利用の推進に関する基本的方向性 

これまでの議論の蓄積も踏まえつつ、電波の利用状況やニーズ、電波に関する最新の技

術トレンドを勘案して、2030 年代を見据えた中長期的な方向性を検討する。 
（２） 免許制度等 
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無線技術の進展等を踏まえ、混信が生じないような仕組みを担保しつつ、簡素で柔軟か

つ迅速な免許制度、無線従事者資格制度、技術基準適合証明制度の在り方について検討す

る。 
（３）周波数割当 

ひっ迫する電波の利用状況等を踏まえた周波数割当の基本的方向性について検討する

とともに、共用技術の進展等を踏まえた新たな周波数割当の手法など、これからの社会に

おける電波利用ニーズに的確に対応した周波数割当方策の在り方について検討する。 
（４）無線利用ビジネス 

ワイヤレスインフラの効果的・効率的な整備や、高い周波数帯を含めた産業利用の促進

など、無線を利用したビジネスの社会展開を円滑に進めるための方策の在り方について検

討する。 
（５）利用環境 

電波の利用状況の変化等を踏まえ、意図せず発射される混信等の増加に対応するための

電波監視の在り方や、人体に対する電波の安全性に関する研究の方向性など、無線システ

ムが安心して利用できる環境を確保するための方策の在り方について検討する。 
（６）その他 

電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な共益費用に係る電波利用料制度

の在り方等について検討する。 

第２章 900MHz 帯を使用する新たな無線利用 

２－１ 背景 

２－１－１ MCA 陸上移動通信の現状 

（１）MCA の概要 
MCA（Multi Channel Access）陸上移動通信は、一般社団法人又は一般財団法人が開設する

中継局を介し、複数の通信チャンネルを多くの利用者が共用しながら通信を行う自営無線であ

る。MCA 陸上移動通信は、1 つの中継局が半径約 20km から 40km 程度の広いゾーンをカバー

し、輻輳が少なく、一斉通信・グループ通信が可能であることなどから、災害対応や BCP 対策

を中心に業務連絡を行うための無線システムとして、1982 年にサービスの提供が開始されて

以降、主に地方公共団体や運輸事業者等に利用されてきた。 
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図 2-1 MCA 陸上移動通信のイメージ 

 
現在は、一般財団法人移動無線センター（以下「MRC」という。）により 800MHz 帯「デジ

タル MCA」サービス及び「MCA アドバンス」サービスの 2 つのサービスが提供されている。

サービスごとの無線局数及び免許人数の推移を表 2-1 に、900MHz 帯の使用状況を図 2-2 に示

す。 
 

表 2-1 MCA 陸上移動通信の無線局数・免許人数の推移 
 令和元年度 令和 3 年度 令和 5 年度 

デジタル MCA 
陸上移動中継局 

130 局 
1 者 

129 局（▲1 局） 
1 者 

128 局（▲1 局） 
1 者 

デジタル MCA 
陸上移動局 

147,136 局 
5,712 者 

137,277 局（▲9,859 局） 
5,237 者（▲475 者） 

124,541 局（▲12,736 局） 
4,684 者（▲553 者） 

高度 MCA 
陸上移動中継局 

－ 
64 局 
1 者 

120 局（＋56 局） 
1 者 

高度 MCA 
陸上移動局 

－ 
390 局 

6 者 
5,194 局（＋4,804 局） 

170 者（＋164 者） 
出典：令和 5 年度電波の利用状況調査の調査結果を元に作成 

 

図 2-2 900MHz 帯の使用状況 
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（２）MCA サービスの変遷 

800MHz 帯「デジタル MCA」サービスは、それまでの「アナログ MCA」サービスの高度化

等を図るため、2003 年 10 月にサービスが開始されたものであり、現在ではサービス開始から

20 年が経過している。800MHz 帯「デジタル MCA」サービスには第二世代携帯電話に相当す

る技術が用いられており、すでに機器の製造が終了していることから、保守、維持管理を含め、

運用の限界を迎えている。 
このような状況を踏まえ、2017 年 10 月から 2018 年 5 月にかけて、情報通信審議会におけ

る「900MHz 帯自営用移動通信システムの高度化に関する技術的条件」の検討を経て、2019 年

4 月に高度 MCA 陸上移動通信の制度化が行われた。高度 MCA 陸上移動通信は、当時、携帯

電話等の国際標準規格として広く利用されていた LTE 方式を用いたシステムであり、2021 年

4 月に MRC が「MCA アドバンス」としてサービスの提供を開始した。 
その後、機器の製造終了に伴う 800MHz 帯デジタル MCA サービスの安定的な維持継続が困

難であるとして、2023 年 11 月には、MRC から 2029 年 5 月末でのサービス終了が公表されて

いる。また、これを受け、2025 年 1 月に改正された周波数割当計画において、デジタル MCA
陸上移動通信用としての周波数（850-860MHz 及び 930-940MHz）の使用期限は、2029 年 5 月

31 までとされた。 
さらに、800MHz 帯「デジタル MCA」サービスの高度化システムとして 2021 年 4 月にサー

ビスが開始された「MCA アドバンス」サービスは、携帯電話網を活用した廉価な IP 無線の利

用拡大、利便性の高い衛星通信システムの普及、2024 年 4 月より開始された公共安全モバイル

システムなど、MCA 無線を始めとする自営無線を取り巻く環境が大きく変化する中で、加入

者数が当初の想定を大幅に下回り、事業改善の見通しが立たないとして、2024 年 7 月には、

MRC から 2027 年 3 月末をもってサービスを終了することが公表された。 

２－１－２ 900MHz 帯を使用する新たな無線利用 

（１）総務省における調査の実施 
MRC が 2024 年 7 月に「MCA アドバンス」サービスの終了を公表した後、2024 年 12 月に

総務省が公表した周波数再編アクションプラン（令和 6 年度版）では「高度 MCA 無線通信シ

ステムについて、令和９年３月末をもってサービスを終了するとの発表があったことを踏まえ、

代替可能なシステムへの移行を促進するとともに、サービス終了後の周波数の活用方策につい

て検討していく。」とされた。 
総務省は、この検討に資することを目的として、2025 年 8 月から 10 月にかけて 900MHz 帯

を使用する新たな無線利用に係る調査を実施した。具体的には、デジタル MCA 陸上移動通信

の帯域を含む 890-900MHz、928-945MHz の周波数帯について、①高度 MCA 陸上移動通信に

係る参入希望調査、②3GPP 技術使用に準拠した移動通信システムの提案募集、③新たな無線

利用に係る具体的なシステムの提案募集の 3 つの区分で調査等が行われた。 
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総務省による調査の結果、以下に示す 7 者から 8 件の提案があった。提案書を参考資料 1 に

示す。 
① 高度 MCA 陸上移動通信に係る参入希望 

・ MetCom 株式会社 
② 3GPP 技術使用に準拠した移動通信システムの提案 

・ 株式会社 NTT ドコモ 
・ 楽天モバイル株式会社 

③ 新たな無線利用に係る具体的なシステムの提案 
・ 有限会社プリシード 
・ Wi-SUN Alliance 
・ MetCom 株式会社 
・ 802.11ah 推進協議会 
・ 一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構 

（２）委員会におけるヒアリングの実施 
900MHz 帯の活用方策の検討に当たって、委員会では、提案者からのヒアリングを実施する

こととした。この際、統一的な観点によるヒアリングを行うため、以下のとおりヒアリングの

観点を整理したうえで、提案者に対してヒアリングへの対応を依頼した。 
 
○ ニーズ 

具体的なニーズや用途、利用主体が明確か。 
○ 実現可能性 

サービスやシステムの提供主体、サービスやシステムの継続性、インフラ構築や端末の

普及策、標準化・規格化への対応について実現可能性が高いか。 
○ 社会的な効果 

具体的なニーズや用途、利用主体が明確か。 
○ 技術的な要素 

他システムでの代替可能性はないか、技術的性能や希望する周波数範囲は妥当なものか、

実装上の課題はないか。 
 
委員会における提案者からのヒアリングは、第 9 回会合と第 10 回会合の 2 回に分けて実施

した。2026 年 1 月 7 日に開催した第 9 回会合では MetCom 株式会社及び株式会社 NTT ドコ

モから、1 月 19 日に開催した第 10 回会合では有限会社プリシード、Wi-SUN Alliance、802.11ah
推進協議会及び一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構から、それぞれヒアリングを行っ

た。ヒアリング資料を参考資料 2 に示す。 
なお、楽天モバイル株式会社は、検討の結果、携帯電話用周波数としての利用は非常に困難

であるとして、ヒアリングの実施前に提案を取り下げている。 
ヒアリングを実施した 6 者の提案については、図 2-3 に示すとおり、周波数を軸として以下
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の 3 つに類型される。 
① 主に高度 MCA 陸上移動通信の帯域の使用を希望するもの 

MetCom 株式会社（拡張帯域を除く部分）、株式会社 NTT ドコモ、 
一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構（第二希望の帯域） 

② 主にデジタル MCA 陸上移動通信の帯域の使用を希望するもの 
Wi-SUN Alliance、802.11ah 推進協議会、MetCom 株式会社（拡張帯域部分）、 
一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構（第二希望の帯域を除く部分） 

③ 両方の帯域にまたがった使用を希望するもの 
有限会社プリシード 

 

 
図 2-3 提案の概要と提案周波数帯 

 

２－２ 主な意見 

900MHz 帯を使用する新たな無線利用については、本委員会の議論において、以下のような意

見があった。 

２－２－１ MetCom 株式会社の提案に対する意見 

＜構成員からの主な意見＞ 
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〇 ニーズ 
 高度化 MCA としてのサービスを引継ぎ、かつ使い勝手を良くしてユーザ数を確保しよう

という提案であり、災害時の通信強靭化に役立ちつつ現在の弱点を克服しようという提案

と考える。現在の高度化 MCA 自体のサービスが赤字で撤退しようという段階で、本当に

ユーザが確保できるのかについての懸念は残るが、デジタル MCA、高度化 MCA 双方の

ユーザの代替手段として機能するなら価値はある。 
 行政機関及び民間インフラ事業者の災害時通信手段として、輻輳のない通信を確保するニ

ーズは明瞭であるが、平時の通信手段としてのニーズは限定的である。 
 本提案は、従来 MCA 利用者（自治体、ライフライン、交通、医療等）の災害時・非常時

における自営閉域通信ニーズを的確に捉えている。その一方で、単なる MCA 代替に留ま

らず、LTE/5G 技術を用いた「ローカル 5G 的利用形態」として再定義し得る点に新規性

がある。特に、公衆網ではカバーしにくいナローバンド・高信頼・低遅延の業務通信とい

うニーズは、既存ローカル 5G（Sub-6/ミリ波）とは異なる市場セグメントを形成し得る。

利用主体は主に公共・インフラ分野に限定されるが、その分ニーズは明確かつ継続性が高

いと評価できる。 
 MCA のサービス終了に伴う後継のサービス、特に公共分野におけるニーズを見込んでい

る。災害時無線としての利用を想定しており、災害時のインフラとして機能する意義があ

る。ただし、他のサービスで代替が可能な側面もある。 
 MCA 無線の既存ユーザー向けに発展形として新しいサービスを提供するという点には納

得感があった。 
 デジタル MCA 終了後の代替という明確かつ喫緊のニーズがある。公共・防災用途に限定

され、利用主体が極めて明確。 
〇 実現可能性 
 ソフトバンクの協力を得て、コストをあまりかけずに質の良いサービス展開ができれば継

続性は高いと考える。どこまで既存端末が使えるのかについてははっきりしないところも

あり、本当に端末の価格が低廉化されるのかどうは懸念点として残る。 
 既存の基地局に加えて、小ゾーン中継局におけるソフトバンク基地局の活用など網構築に

ついて初期投資を抑え実現可能性は高い。また、高価な専用端末ではなく汎用スマートフ

ォンの利用が可能となり普及上の課題であった端末コストの課題解決方法は現実的と思

われる。 
 移動無線センター、ソフトバンク、MetCom という既存インフラ・運用ノウハウを有する

主体の連携は、短中期の実装可能性を高めている。既存 MCA 拠点および携帯基地局を活

用する構成は、新規投資を抑えつつ全国展開を狙える現実的な設計である。一方で、本提

案が「ローカル 5G の一形態」として成功するためには、単なる国内制度対応に留まらず

3GPP 標準との関係整理や、ガードバンド利用に関する国際的な説明可能性が不可欠であ

る。これらが整理されれば、ローカル 5G の新しい成功パターン（狭帯域・高信頼型）と

して位置付けられる可能性がある。 
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 高度 MCA 跡地を引き続き MCA として利用するためサービスの継続性がある。ソフトバ

ンク社のモバイル通信網とは分離して独立に運用するという話ではあるが、万一 MetCom
社が撤退するなどした場合に、ソフトバンク社が事実上周波数帯を使い続ける懸念がある。

電波干渉の影響を受けずに市販のスマートフォンが利用可能であれば、（また、新たに端

末を購入する必要がないということであれば、）実現可能性は高い。 
 新高度 MCA 網内は、ソフトバンク網に障害があっても、コア設備が独立しているから大

丈夫という回答だったが、本当に影響が皆無なのかよくわからなかった。新設財団ではな

く、ソフトバンクが単体で運営してもよいのではないかと思った。 
 既存 MCA 基盤と運用実績を活用。事業体制も具体的で明確。 

〇 社会的な効果 
 災害時の公共ユーザ向け無線としての価値は十分あると考えられ、セルラシステムとの併

用で普段の業務から災害時の業務まで一貫して使えるサービスが提供できる点は評価で

きる。適切な数のユーザを確保できるかどうかが、周波数が有効に使われるかのポイント

になると考える。 
 災害発生時の有用性の観点からは社会への貢献は高い。また、気候変動等の影響により、

災害が多発している昨今、災害時の通信手段の確保は重要である。一方、平常時に利用さ

れていない通信手段がいざ災害時に十分に効果を発揮するかというと、若干の疑問がある。

平時の利用について、更なるニーズ開拓の必要性がある。 
 防災・減災・BCP の観点での社会的貢献は極めて大きく、公衆網輻輳時の代替通信手段と

しての価値は実績に裏付けられている。経済効果については、スマートフォンや公衆 5G
のような大量市場ではないものの、高信頼通信を必要とする公共・産業分野における持続

的なニッチ市場を形成し得る。特に、本来ガードバンドとして扱われてきた周波数を、限

定用途・限定条件で高度利用するモデルは、周波数有効利用の観点で示唆に富む。成功す

れば、「ガードバンド×ローカル 5G」という日本発の制度・技術モデルを国際的に提示で

きる可能性がある。 
 災害時のインフラとして機能する意義がある。ただし、他のサービスで代替が可能な側面

もある。MCA しか利用できない組織や地域というものがあるのであれば、社会的効果は

大きいが、そのような組織や地域が存在しているわけではない。小ゾーンはソフトバンク

社の基地局を活用することが前提となっており、基地局の強靭性という点では同社の携帯

電話網と共通する部分がある。 
 MCA 相当のサービスは、他の選択肢もいろいろある中で、既存ユーザーが新高度 MCA を

どの程度渇望しているのか、よくわからなかった。 
 防災・BCP 用途として社会的意義が非常に高い。 

〇 技術的な要素 
 公共モバイルシステムが代替の候補となると考えるがコアネットワークがセルラと分離

ができていないこと、MVNO 利用のため、帯域の保証がない所を考えると、今回のシス

テムに一定の価値はあると考える。 
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 公衆網からの独立性に特徴があり、他システムでの代替可能性は乏しいと思われる。 
 音声・低速データ・同報といった用途においては、携帯電話網や IP 無線では完全に代替

できない特性（耐輻輳性・自営閉域性）を有する。技術的に見ると、ナローバンド LTE/5G
をガードバンド近傍で安定運用する試み自体が先行事例の少ない挑戦的テーマである。RB
制限や干渉対策を前提とした実装は可能だが、その制約条件を踏まえた現実的なサービス

設計が成功の鍵となる。この点を明確に整理できれば、従来のローカル 5G とは異なる技

術的ポジションを確立できる可能性がある。 
 MCA 終了以降の代替策としては、IP 無線、携帯電話、衛星、業務用無線、簡易無線とい

った複数の選択肢の組み合わせが考えられる。電波干渉の影響を受けずに市販のスマート

フォンが利用可能であれば、（また、新たに端末を購入する必要がないということであれ

ば、）実現可能性は高い。 
 災害時耐輻輳・閉域通信は公衆網での代替が困難。 

２－２－２ 株式会社 NTT ドコモの提案に対する意見 

＜構成員からの主な意見＞ 
〇 ニーズ 
 IoT 用途に利用するという形での提案とはなっているものの、具体的なユーザ像やサービ

ス内容までは詰められていないように思われる。上りの帯域が限定的なこともあり、IoT
用途だとしてもかなり活用は難しいのではと懸念する。 

 携帯電話用としては、屋内浸透性の高い周波数帯であり、人口密集地の周波数容量の逼迫

緩和のニーズに応える提案である。他方、IoT での利活用については、想定されているニ

ーズが抽象的である。 
 都市部における屋内トラヒック増加に伴う 1GHz 以下帯域の容量逼迫という課題認識は、

携帯電話事業者として理解可能である。利用主体は既存の携帯電話利用者全体であり、ニ

ーズ自体は広く一般的である。一方で、本提案は既存携帯電話網の容量補強という事業者

内部の最適化ニーズが中心であり、新たな社会的利用主体や新規ユースケースを明確に提

示しているとは言い難い。IoT 用途（RedCap / eRedCap）についても言及されているが、

なぜ本帯域でなければならないのかという必然性は十分に具体化されていない。 
 カバレッジ帯域における逼迫度の緩和としての利用。IoT アプリケーション（Red 

Cap/eRed Cap）としての利用。 
 技術的な困難があるものの今後長期的に考えて手を挙げたとのことなので、ニーズという

面では説得力に欠けた。 
 通信品質向上という普遍的ニーズだが、個別用途はやや包括的。 

〇 実現可能性 
 ドコモ以外の携帯電話事業者からの提案が無いというところを見ても携帯電話としての

利用は限定的になるのではと考えられ、すぐにこの帯域を利用したいというモチベーショ
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ンが無さそうであり、実際にこの周波数を利用してのサービス開始まで時間がかかるので

はないかと懸念する。 
 IoT 利用の場合の実現可能性がイメージしづらい。 
 3GPP バンド n8 に沿った 5MHz×2 構成を前提としており、標準化・端末エコシステム

の観点では実現可能性は高い。NTT ドコモ自身が全国規模の基地局網を有しているため、

事業者単独での導入実行力は非常に高い。しかし、ガードバンド近傍の活用に伴い、端末

送信スプリアス抑制、リソースブロック数制限、小セル化・サイトエンジニアリングとい

った追加的な設備投資・運用負荷が必要であることが資料中で示されている。この点から、

「既存基地局をそのまま活用できる」という印象に比べ、実際の導入コストと運用複雑性

は小さくない可能性がある。本提案は LTE/NR（RedCap/eRedCap を含む）を前提とした

携帯電話システムの活用であり、現状これらの IoT 向け携帯電話チップセットは海外ベン

ダーが寡占している。日本企業はモデム SoC や RF フロントエンド等の中核レイヤを担っ

ておらず、周波数再編によっても国内サプライチェーンの中核的な付加価値創出には直結

しにくい。 
 カバレッジ帯域における逼迫度の緩和としての利用は、利用者数の収容力の向上が見込ま

れる。 
 既存の全国インフラ・端末・国際標準に完全に適合。6 つの提案の中で最も不確実性が小

さい。 
〇 社会的な効果 
 現在の携帯電話ネットワークに加えてこの帯域が加わることによる貢献は極限定的では

ないかと考える。 
 干渉影響の排除のため、ガードバンドを置くこととなり、この周波数をこの事業者に割当

てする効果が限定的になると思われる。 
 都市部屋内における通信品質改善は、既存携帯電話利用者の利便性向上という社会的効果

をもたらす可能性がある。一方で、本提案は既存モバイルサービスの延長線上に位置づけ

られ、周波数再編によって新たな産業分野や市場を創出する効果は限定的と考えられる。

IoT 向けナロー通信についても、既存 Sub-6GHz 帯や他の IoT 無線方式との差別化が明確

でないため、新規市場創出効果の定量的説明が不足している。周波数有効利用という観点

では一定の合理性はあるものの、同帯域を他用途（公共・産業・ローカル網等）に割り当

てた場合との比較検討が必要である。 
 カバレッジ帯域における逼迫度の緩和としての利用は、利用者数の収容力の向上が見込ま

れる。 
 より切迫したニーズがある事業者を優先してもよいのではないかと思った。 
 全国規模での通信品質向上による、大きな経済波及効果が期待できる。 

〇 技術的な要素 
 現在サービスを行っている基地局にこの周波数を追加するという話であったが、周波数離

隔が 5MHz しかない中で、基地局からの大電力送信が行われている横でこの上り信号を受
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信するのはかなり無理があるのではないかと考える。アンテナ増設とフィルタで何とかな

るという回答であったがサービス内容がそこまでしてこの帯域を利用するほどのものに

なっていないのではと懸念する。 
 干渉影響の排除のため、ガードバンドを置くこととなり、この周波数をこの事業者に割当

てする効果が限定的になると思われる。 
 5MHz×2 という帯域幅での LTE/NR 運用は技術的に成立しており、標準準拠という点で

は妥当である。しかし、容量対策としては、1GHz 超帯域の追加割当、屋内基地局増設、

Wi-Fi オフロードなど既存の代替手段が既に存在しており、本帯域でなければならない技

術的必然性は相対的に弱い。端末送信スプリアス抑制のための RB 制限やフィルタ設計の

違いは、既存携帯電話網とは異なる RF 設計・運用を要求するものであり、単純な流用で

は対応できない。その結果、得られる容量増加に対して、設備投資・運用コストの増分が

見合うかどうかは慎重な評価が必要である。 
 端末及び基地局の電波の干渉を抑えることが現実的に可能であるかが重要となる（端末間

干渉：高度 MCA 帯域の送信が 800MHz 帯の受信に与える影響、基地局間干渉：800MHz
帯の送信が高度 MCA 帯域の受信に与える影響）。 

 3GPP 準拠であり、既存端末・設備を活用した対応が可能と考えられる。 

２－２－３ 有限会社プリシードの提案に対する意見 
＜構成員からの主な意見＞ 
〇 ニーズ 
 工場向け自営ネットワークという概念はわかるが、このような通信をなぜ利用したいのか

の具体性があまりない。 
 製造現場での混信を回避した音声だけではないデータ通信可能な高度な通信のニーズは

高い。 
 製造現場において音声に加えてメッセージ・画像・動画が必要になっているという問題意

識自体は理解可能である。しかし、本提案で想定している用途（製造工場構内通信）は、

既に Wi-Fi、Private LTE/5G、業務用 IP 無線等で広く対応可能な領域であり、900MHz
帯でなければならない必然性は明確ではない。利用主体は「日本のあらゆる製造工場」と

非常に広く設定されている一方で、どの規模・どの業種・どの通信要件を満たす必要があ

るのかが定量的に示されていない。既存の 1mW 陸上移動局の課題を起点としているが、

それを全国的な新周波数割当で解決すべきニーズかどうかの整理が不十分である。 
 工場内のトランシーバ利用。従来は音声の伝達を行っていたが、今後は、音声、データ、

メッセージ、画像の送信を行うことを考えている。 
 現場での課題は具体的なものの、ユースケースが製造業構内通信という限定的な領域にと

どまっている。 
〇 実現可能性 
 海外で導入されているシステムを日本へ持ってくることはできると考えるが、工場内など
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に自営でこのようなシステムを導入する企業が多数あるとは思えず、実現されても非常に

少ないユーザが使うことになりかねない。 
 専用端末の開発を行うとのことであり、開発期間(2 年)は長期にわたるものではないが、

普及のために必要と思われる条件（汎用性・低コスト・ユーザビリティ等）を満足させる

かどうか未知数である。 
 提案では、FCC/CE マーク端末を日本でそのまま利用可能とする制度改正を前提としてお

り、現行の技術基準適合証明（技適）制度を大きく否定する内容になっている。無線機器・

中継装置を「原則非検定」とする運用は、混信防止・周波数秩序維持の観点から実現可能

性が低い。提供主体を企業・団体・個人とし、財団や通信事業者を介さないとする構成は、

長期的な運用責任・障害対応・制度的安定性の担保が困難である。標準化・国際規格との

整合性について具体的な説明がなく、日本独自仕様・日本独自運用に陥る可能性が高い。 
 すでに海外製品が存在しているが、日本のメーカーとして新たに製品開発を行うことを想

定している。製品開発はこれからで、2 年程度を見込んでいる。 
 機器開発が 2 年かかるというやりとりからしても、実現性は低く、あまり現実的な提案と

は思えなかった。 
 非検定・技適不要を前提とする制度要望が強く、実現時期・方法にも不透明さが残る。 

〇 社会的な効果 
 単に基地局制御の音声やメッセージ送信程度の自営システムとなるようであり、社会的な

効果は少ない。周波数利用効率的にも非常に低いものとなることが想定される。 
 製造 DX に伴い製造現場で用いられる通信手段については、より高度化が求められている

ことから、一定の市場規模が想定しうる。 
 製造業の GDP 規模や工場数を示して社会的意義を強調しているが、本提案による通信方

式の導入が、どの程度生産性や競争力向上に寄与するのかの因果関係が示されていない。

中小企業でも導入可能な低コストを主張している一方で、周波数という希少な公共資源を

割り当てる社会的合理性の説明としては不十分である。市場規模や経済効果については定

量的な試算がなく、既存無線・既存 IP ネットワークからの単なる置き換えに留まる可能

性が高い。周波数有効利用の観点では、狭帯域・低効率な F1E/FSK 方式を前提とした構

成は、必ずしも効率的とは言えない。 
 国内製品を開発できるのが理想ではあるが、すでに海外製品が存在しているということで

あれば、一から改めて開発するよりも、海外製品を利用した方が、迅速かつ低コストで実

現可能であり、効率的である可能性がある。 
 製造業生産性向上への寄与は明確だが、範囲は極めて限定的。 

〇 技術的な要素 
 現状の携帯ネットワーク、ローカル 5G などで代用可能と考える。 
 携帯電話網の活用による代替も可能と考えられる。 
 提案方式は 4 値 FSK、12.5kHz 間隔、1W ERP 以下という、既存の業務用デジタル無線

（NXDN 等）と本質的に同一の技術であり、新規性は乏しい。画像・動画利用を想定して
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いる一方で、提示されている技術仕様では帯域的に対応困難であり、主張と技術内容が整

合していない。送信・受信周波数が 895MHz 帯と 930MHz 帯に分かれる構成や、多数の

中継器・回線補償装置を前提とする設計は、混信・相互変調・設置管理の面でリスクが高

い。同様の用途は、Wi-Fi、Private LTE/5G、既存業務用無線、さらには有線ネットワー

クで十分代替可能であり、900MHz 帯という希少帯域を新たに割り当てる技術的必然性は

低い。 
 携帯電話網を利用した IP 無線でも実現可能であるように思われる。狭帯域での利用であ

ることに比してガードバンドが広く、提案のままであると電波利用効率に懸念がある。 
 中継装置の認証について技術基準適合証明は取得しない、という点が気になった。 
 他自営無線・ローカル 5G 等との比較整理が不十分。 

２－２－４ Wi-SUN Alliance の提案に対する意見 

＜構成員からの主な意見＞ 
〇 ニーズ 
 具体的なニーズがあることは認識できたが、この帯域まで広げる必要がどこまであるかに

ついては疑問が残る。自営系システムとなるため、導入の速度は、システムの価格と導入

のしやすさにかかってくるものと考える。 
 スマートメーター以外の利用方法については、十分に開拓の余地があるが、国内において、

現段階では、具体的な検討段階に至っているとは言い難い。 
 スマートメーター分野を中心とした既存 Wi-SUN FAN（低速版）の利用実績は明確であ

り、ユーティリティ事業者を中心とする従来ニーズ自体は具体的である。一方、本提案の

核心である OFDM 高速版（最大 10.8Mbps）を必要とする新規ニーズについては、用途ご

との通信要件（帯域・遅延・信頼性）が十分に切り分けられていない。特に、画像・映像・

高度制御を含む用途は、従来 Wi-SUN が想定してきた「低速・高信頼・周期通信」の枠を

超えており、Wi-SUN FAN が担う必然性が明確ではない。結果として、既存スマートメー

ター基盤の延長ニーズと、新規高速 IoT ニーズが混在しており、900MHz 帯拡張の必然性

がやや曖昧になっている。 
 スマートメーターでの利用に加えて、自動運転など、様々なセクターへの展開を視野に入

れている。周波数ホッピングには連続した帯域が必要である。 
 スマートメーター用の帯域がひっ迫しているのかについては、はっきりとした言及がなか

った。 
 スマートメーター等の既存実績を基盤に、拡張ニーズが整理されている。 

〇 実現可能性 
 サービス事業者を作ってサービスを行うようなシステムにはならないと考えられ、自営シ

ステムでどこまで中速伝送の需要があるかに依存するのではないかと考える。 
 ユースケース次第といえる。 
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 IEEE 802.15.4g を用いた従来 Wi-SUN FAN については、標準・認証・端末供給の面で一

定の成熟度がある。しかし、本提案の中心である OFDM 版（802.15.4x/4ad、4MHz）に

ついては、商用成熟度がまだ低く、2025 年以降の立ち上がりを前提とした不確実性が大き

い。「ソフトウェア変更のみで周波数対応可能」との説明は、SoC レベルの話に留まり、無

線モジュール製品では RF フロントエンド（SAW/BAW、PA、アンテナ）の再設計が必要

となる可能性が高い。928–940MHz 帯は国際的に調和した Wi-SUN OFDM 利用帯域では

なく、日本専用仕様のモジュール・SKU が発生するリスクが高い。国内に 802.11/OFDM
系無線チップを主導的に供給できるベンダーが存在しない現状では、端末供給・継続性の

観点で海外ベンダー依存が強まる。 
 Wi-SUN-FAN は、東京電力において 2000 万台導入済み、海外でも普及しており、チップ

単体で様々な周波数に対応が可能との説明があった。 
 928MHz を超える帯域の国際的な周波数ハーモナイズについて、米国の 902–928MHz、欧

州の 863–870MHz、日本の 920–928MHz など、国や地域ごとに周波数の割り当てが異な

るため、世界共通の単一帯域は存在しないが、各国バンド差を吸収した相互接続可能な仕

組みを整備しているとの説明があった。 
 国際標準・認証制度・端末流通が既に確立されている。 

〇 社会的な効果 
 一定の社会への貢献は期待できるが、免許の必要性や運用条件によるところも大きいと考

える。この提案を採択候補とする場合は、11ah システムや高度化 MCA or 携帯電話シス

テムとの共用条件の技術検討を行ってから判断するのが良いのではと考える。 
 スマートメーターによる共同検針そのものに大きな意義があるが、それにとどまらず、こ

れを応用して、スマートシティ分野への新たな分野での一定の市場規模を実現できるかど

うかで結論が左右される。 
 レジリエンス強化、脱炭素、スマートインフラといった方向性自体は、政策目標との整合

性はある。しかし、高速化（10Mbps 級）によって従来 Wi-SUN では不可能であった社会

的価値が何であるのかが定量的に示されていない。市場規模・経済効果の多くは提案者推

計に依存しており、高速 OFDM 版 Wi-SUN が新たに創出する付加価値と、既存技術から

の単なる置き換え効果が十分に区別されていない。20MHz 規模の帯域を免許不要用途と

して割り当てることについて、他用途（公共・産業・ローカル網等）との機会費用比較が

整理されていない。 
 スマートメーターだけでなく、自動運転など、様々なセクターへの展開を視野に入れてお

り、潜在的な可能性がある。周波数ホッピング等の技術により、電波干渉を低減しつつ高

密度な機器配置が可能となる結果、多数の通信経路を構築することができ、単一ルートに

障害が発生した場合でも自動的に迂回経路を形成し、停電・断線・機器故障時においても

通信を継続することが可能であり、レジリエンス向上に直接的に寄与するとの説明があっ

た。 
 遅いが安いという通信規格は、IoT 機器向きであり、100 倍速くなるなら、IoT 機器には
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不向きと思ったが、将来的には大量データを処理する利用方法もありうると理解した。 
 エネルギー・インフラ・自治体 DX への横断的波及に期待が持てる一方、既存 920MHz 帯

との関係整理が前提となる。 
〇 技術的な要素 
 現行の Wi-SUN に加えてどこまで拡張帯域が必要かは不明確な点が多い。11ah や他シス

テムとの共用可能性についてしっかりと共用検討してからこの方式を追加するかどうか

を判断した方が良いものと考える。 
 連続した周波数帯を確保してホッピングを行うことの必要性や他の帯域では意義が乏し

いことの説明は納得できるものであった。 
 最大 10.8Mbps（4MHz）の Wi-SUN FAN OFDM は、従来 Wi-SUN と比べれば高速であ

るが、マルチホップ・CSMA・免許不要運用を前提とすると実効スループットは限定的で

ある。エリア集約・バックボーン的用途としては、指向性無線、Private LTE/5G、有線バ

ックホール等で十分代替可能であり、Wi-SUN FAN で担う技術的必然性は必ずしも高く

ない。928MHz 近傍で 4MHz 連続 OFDM 通信を想定しているが、同条件で実運用されて

いる国・地域は現実的に存在せず、国際的連続性は乏しい。RF フロントエンドの再設計、

フィルタ差分、モジュール専用化は、実装コスト・歩留まり・SKU 増加の観点で無視でき

ない技術的課題である。 
 既存の IoT 用周波数の利用密度について、非公開情報ではあるが、一定の説明があった。

高速なデータ伝送としては携帯電話網も候補になりうると思われるが、Wi-SUN の優位性

として、メッシュネットワークを自律的に構築できること、相互接続性が保証されている

こと、携帯電話の回線利用料が不要となることなどから、大規模かつ堅牢な IoT ネットワ

ークを構築可能との説明があった。 
 連続した周波数として活用することが可能と思われた。 
 長距離・低消費電力 IoT として成熟した技術。 

２－２－５ 802.11ah 推進協議会の提案に対する意見 

＜構成員からの主な意見＞ 
〇 ニーズ 
 800MHz 帯にすでに追加割り当てが内定している段階で、さらにこの周波数帯を利用する

というニーズや用途が不明確である。 
 AI 利活用の進展に必要なデータ収集手段として、想定されているニーズは理解できる。 
 自治体管理システム、防災、農業、インフラ監視などのユースケースが具体例として多数

挙げられており、利用主体（自治体・地方公共団体等）は一定程度明確である。一方で、

これらのユースケースの多くは、従来の低速 Wi-SUN や既存 LPWA、セルラー、Wi-Fi 等
でも既に実証・運用されている領域であり、「なぜ 802.11ah でなければならないのか」と

いう必然性は用途ごとに十分切り分けられていない。「通信レート向上」「選択可能チャン
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ネル数の増設」が期待として示されているが、それが具体的にどのサービス要件（bps、遅

延、同時接続数等）を満たすためなのかが定量化されていない。結果として、既存 IoT ニ

ーズの延長と、新たな高速・大容量ニーズが混在しており、900MHz 帯拡張を要する核心

的ニーズがやや曖昧である。 
 自働化工場は、現在も需要がある。スマートシティは、デジタルバス停、スマートベンチ、

自動販売機など。IoT 農業は、実証実験を行っている。道路監視、河川監視は、防災の観

点。 
 1 キロ先まで届く Wi-Fi として、今後の活用が期待されていると思った。 
 ユースケースは多様だが、用途が広く焦点がやや分散している印象。 

〇 実現可能性 
 サービス事業者を作ってサービスを行うようなシステムにはならないと考えられ、自営シ

ステムでどこまで需要があるかがカギになる。 
 ユースケース次第である。 
 IEEE 802.11ah が国際標準であり、既に海外では製品・チップが存在する点は、規格面で

の基盤があるという意味では評価できる。しかし、「ソフトウェア設定で周波数変更が可

能」との説明は、SoC レベルの話に留まり、実際の無線モジュールでは RF フロントエン

ド（SAW/BAW、PA、アンテナ）の再設計が必要となる可能性が高い。提案帯域である 
928–940MHz は、802.11ah の主要利用帯域（米国 902–928MHz、欧州 863–870MHz 等）

と連続性がなく、日本専用仕様のモジュール・SKUが発生するリスクが高い。国内に802.11
系モデム SoC を主導的に供給できるベンダーが存在しない現状では、端末供給・長期継続

性の面で海外ベンダー依存が不可避である。「16MHz 幅での将来利用」については、現時

点で端末準備ができていないことが明示されており、実現時期・実行計画が不透明である。 
 チップ単体で様々な周波数に対応が可能との説明があった。スマートフォンに入れること

は可能だが、これから検証を行う段階とのこと。米国では 902-928MHz が ISM バンドと

なっているが、928MHz を超える帯域の国際的な周波数ハーモナイズの影響について、ハ

ードウェアが広域に対応していること、ソフトウェアによる柔軟な制御が可能であること

から、日本のメーカーが直面するリスクは極めて低いとの説明があった。 
 隣接の周波数をもっていることもあり、幅広で運用することはメリットになるのではない

か。 
 技術は成熟しているものの、免許不要帯での共用設計が制度上の論点。 

〇 社会的な効果 
 有効に利用されるかどうかは免許の必要性や運用条件によるところも大きいと考える。こ

の提案を採択候補とする場合は、Wi-SUN システムや高度化 MCA or 携帯電話システムと

の共用条件の技術検討を行ってから判断するのが良いのではと考える。 
 実証段階とはいえ、AI・ロボティクスなど産業分野での飛躍が可能となるのであれば、社

会への一定の貢献があるものと考えられる。 
 AI・ロボティクスの進展により、長距離・低消費電力・一定帯域を持つ通信が重要になる
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という方向性自体は理解可能である。しかし、「既存 LPWA では情報量が不足する」「映像

＋センサーが必要」といった主張について、802.11ah でなければ実現できない理由や、必

要帯域・データ量の定量的根拠が示されていない。市場規模や経済効果については、具体

的な台数、投資額、国内付加価値の所在が示されておらず、社会的効果は定性的記述に留

まっている。20MHz 規模（将来 16MHz 含む）の帯域を免許不要用途に割り当てることに

ついて、他用途（公共・産業・ローカル 5G 等）との機会費用比較が整理されていない。 
 自働化工場、スマートシティ（デジタルバス停、スマートベンチ、自動販売機など）、IoT

農業の普及に資する潜在的な可能性がある。道路・河川監視は、防災の観点に資する潜在

的な可能性がある。 
 地方創生・ローカル DX との親和性が高い。 

〇 技術的な要素 
 800MHz 帯 11ah システムとの違いを明確化できない場合、割り当ては妥当でないと考え

る。Wi-SUN が割り当て候補になる場合は、こちらのシステムも併せて検討する意義はあ

るかと考えるが、この場合は、しっかりとした共用検討を実施する必要があると考える。 
 技術的には、携帯電話網での代替可能性が高く、この周波数帯域を必要とする理由は乏し

い。 
 長距離・IP 通信・中程度帯域という特性は 802.11ah の強みであるが、同様の要件は Private 

LTE/5G、指向性無線、有線バックホール等でも代替可能である。「Wi-Fi HaLow の代替

となる通信システムはない」との主張は、技術的には過度に一般化されており、用途別の

比較検討が不足している。928MHz 近傍で 4MHz～16MHz の OFDM 通信を想定してい

るが、同条件で実運用されている国・地域は現実的に存在せず、国際的連続性は乏しい。

RF フロントエンドの再設計、SAW/BAW 差分、アンテナ帯域の問題は、実装コスト・歩

留まり・製品多様化（SKU 増加）の面で無視できない技術的課題である。 
 既存の IoT 用周波数が逼迫しているのであれば、それを具体的に示すことが望ましいが、

定量的な数字は有していないとのこと。高速なデータ伝送としては携帯電話網も候補にな

りうると思われるが、Wi-Fi HaLow の優位性として、ランニングコストが低く抑えられる

こと、設置の自由度とネットワークの占有があることから、例として、不感地帯対策とし

て地下や山間部など、キャリアの電波が届かない場所にも通信エリアを拡張できるとの説

明があった。携帯電話や他システムとの共用も可能ということだが、実現できるかは今後

確認が必要である。 
 Wi-SUN や LPWA、携帯網との役割整理が論点となる。 

２－２－６ 一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構の提案に対する意見 
＜構成員からの主な意見＞ 
〇 ニーズ 
 具体的なニーズや用途は明確であり、特定ラジオマイク運用調整機構が運用調整を行う体

制ができており、運用が開始されればスムーズな利用が期待できる。一方、新しい周波数
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用の新しい機器を使ってサービスを行う利用者がどこまでいるかはもう少し確認が必要。

700MHz 帯の携帯電話運用条件緩和とセットで、周波数移行促進措置まで取れるのであれ

ば、有効に利用される可能性は高いように思う。 
 ラジオマイクが必要な大型イベントは増加傾向にあり、そのニーズは具体的かつ明瞭であ

る。特に都市部での周波数逼迫を解決したい具体的要請があることが認められる。 
 A 型ラジオマイクについては、放送、音楽ライブ、舞台、演劇等のプロオーディオ用途に

おいて、多チャンネル化・高密度運用が進んでいることから、特定の地域・特定の時間帯

における運用上の逼迫ニーズは理解できる。一方で、A 型ラジオマイク市場は世界で約 31
億ドル規模と既に成立しており、日本企業も一定のグローバルシェアを維持していること

から、産業全体が周波数不足を主因として成立困難に陥っている状況とは直ちに読み取れ

ない。本提案では、「具体的に何チャンネル不足し、その結果どれだけの公演・興行が成立

しなかったのか」といった定量的ニーズが十分に示されておらず、A 型向け新規割当の効

果が不明確である。B 型ラジオマイクについては、会議、学校、地域イベント等の簡易用

途における一定のニーズは存在するが、プロ用途とは性格が異なり、A 型と同列に周波数

拡張ニーズを論じるべきではない。 
 大規模イベントでのワイヤレスマイクの利用 
 逼迫していることはイメージできるが、具体的な数値があればもっと説得力が出た。 
 大規模イベント・放送分野での逼迫状況をデータで提示。現場起点の切迫したニーズが示

されている。 
〇 実現可能性 
 WAMSシステムの導入がこの周波数で可能になるのかどうかがカギとなるように思うが、

比較的小型かつ効率の良いシステムとなる可能性が高く、実現は可能ではないかと考える。 
 特に懸念点はない。 
 特定ラジオマイクは、免許制度・運用調整体制・機器供給が既に確立しており、制度運用

面での実現可能性は高い。A 型ラジオマイクについては、特ラ機構による運用調整が高密

度利用を支えている点は大きな強みである。一方、900MHz 帯（928–945MHz）は国際的

に完全に調和したラジオマイク帯域ではなく、A 型・WMAS 向け機器は日本専用仕様とな

る可能性が高く、機器供給や長期継続性の観点で慎重な評価が必要である。B 型ラジオマ

イクは免許不要・簡易用途を前提としており、端末普及は容易である一方、周波数拡張を

行っても運用調整による高度利用ができず、逼迫解消効果は限定的と考えられる。 
 900MHz 帯は国際的に周波数が大きく外れているわけではなく、海外とのハーモナイズも

十分可能との説明があった。 
 既存制度を前提とした帯域拡張であることから、制度設計が整理されれば実現性は高い。 

〇 社会的な効果 
 700MHz のラジオマイク専用帯の運用が緩和されることで、隣接帯域を使っている携帯電

話の運用条件が大幅に緩和されるのであれば、かなりの社会的効果が期待できる。積極的

に新たな周波数に移行してもらうための促進処置などもセットになると確実に移行が進
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む可能性はあるのではと考える。 
 エンタメなど大規模イベントの実施に際して黒子のような役割ではあるが、一定の社会的

効果が認められる。イベント実施場所が限定的でもあり、共用可能性をさぐることは必要。 
 A 型ラジオマイクは、放送・文化芸術・エンターテインメント分野の基盤を支える点で、

社会的・文化的意義が高いことは評価できる。ただし、A 型市場自体は既に国際的に成立

しており、周波数拡張によって新たに創出される経済価値と、従来の運用制約が緩和され

る効果とを明確に切り分けて評価する必要がある。B 型ラジオマイクについては、国内利

用としての社会的役割はあるものの、市場規模やグローバル展開による外貨獲得効果は限

定的であり、産業政策としての波及効果は小さい。周波数有効利用の観点では、A 型（運

用調整前提の高密度利用）と B 型（免許不要・簡易利用）を明確に区別せずに同一帯域拡

張として評価することは適切ではない。 
 もし 700MHz 帯における携帯電話とのガードバンドが１MHz しかなく運用に支障が出て

いるのであれば、ラジオマイクを 900MHz の新しい帯域へ移行することは、ラジオマイク

だけでなく携帯電話側にとっても有効であるように思われる。ただし、ラジオマイクの運

用に支障がないようにする必要がある。 
 文化芸術・放送基盤を支える必要不可欠なインフラ。 

〇 技術的な要素 
 WAMS の実現性をしっかり判断しなければならないのと、隣接帯域との共用条件は十分

に考える必要がある。このシステムを割り当てるのであれば、しっかりとした共用検討を

実施する必要があると考える。 
 他システムでの代替可能性を追求するよりも、現在のラジオマイクシステムで十分に実装

可能と考えられる。 
 A 型ラジオマイクが要求する超低遅延・高音質・同時多チャンネル運用は、Wi-Fi やセル

ラー等の一般無線方式では代替困難であり、技術的必然性は認められる。ただし、928–
945MHz 帯は国際的に調和した帯域ではなく、フィルタ設計や SKU 分化、機器コストと

いった実装上の課題が存在する。WMAS による広帯域化は周波数効率向上の可能性を持

つが、実際の収容本数や音質・遅延性能は共用条件に大きく依存するため、段階的な検証

が不可欠である。B 型ラジオマイクについては、高度な技術的要件を前提としないため、

新たな周波数割当による技術的価値の上積みは限定的と考えられる。 
 一例として、高度 MCA 跡地を何らかのシステムが利用し、デジタル MCA 跡地をラジオ

マイクが利用するといったことが可能なのであれば、帯域の有効利用に資すると考えられ

る。大規模イベントの開催時のみの利用が想定されるのであれば、技術的に可能な限りに

おいて、共用の可能性を検討してもよいと思われる。 
 要望されている 12MHz は隣接帯域との共用が可能であるという回答に安心した。 
 高音質・低遅延要件があるため、他方式での代替は困難。 
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２－３ 900MHz 帯の活用方策 

電波の特性上、同じ帯域を使用する無線システム同士では混信が発生してしまうことから、共

存は基本的にできない。また、隣接する帯域を使用する無線システム同士では、ガードバンドの

確保や出力、リソースブロックの制限等、条件次第で共存の可否が定まる。また、ここまで述べ

てきたように、提案システムごとに課題は見受けられるものの、その程度にはばらつきが見られ

る。 
このことを前提に、２－１で示した提案の 3 つの類型（① 主に高度 MCA 陸上移動通信の帯

域の使用を希望するもの、② 主にデジタル MCA 陸上移動通信の帯域の使用を希望するもの、

③ 両方の帯域にまたがった使用を希望するもの）ごとに、２－２で示したコメントを総括し、

本帯域の活用方策について検討する。 
まず、①のうち、MetCom 株式会社の提案については、現行の高度 MCA 陸上移動通信システ

ムを基盤としており、具体的なニーズや社会的意義が明確であるとともに、事業体制が明確で実

現可能性が高いと言える。一方で、「MCA アドバンス」サービス終了の理由となった適切な規模

のユーザーの確保や端末コストの低廉化の実現性に留意が必要である。株式会社 NTT ドコモの

提案については、携帯電話システムを基盤としており技術的に確立されていることから実現性は

高い。一方で、想定されるニーズが抽象的であり、周波数の割当状況から携帯電話用途としての

利用は限定的なものとなることが想定される。 
以上を踏まえ、①については、ニーズや社会的意義が明確で実現可能性も高い（新）高度 MCA

としての活用を検討していくことが適当であると考えられる。 
次に、②のうち、Wi-SUN Alliance 及び 802.11ah 推進協議会の提案については、IoT 向けとし

てのニーズや IEEE 規格に基づく技術的な実現可能性について一定程度評価できる。一方で、高

速化・大容量化を志向することにより携帯電話等既存システムでの代替可能性が考えられ、提案

システムにおける本帯域利用の必然性が不明確である。一般社団法人特定ラジオマイク運用調整

機構の提案については、既存の特定ラジオマイクの制度的・技術的基盤を背景としており実現可

能性が高いことに加え、プロオーディオ分野における高音質・低遅延性の点から代替困難なシス

テムであると考えられる。一方で、国際的な周波数調和の観点やユーザーによる本帯域の利用が

進むかといった点に留意が必要である。 
以上を踏まえ、よりニーズが明確で他システムによる代替が困難である特定ラジオマイクとし

ての活用を検討していくことが適当であると考えられる。 
最後に、③の有限会社プリシードの提案については、製造現場でのデータ伝送というニーズは

明確である。一方で、既存の業務用デジタル無線と本質的に同一の技術であること、無線 LAN や

ローカル 5G 等既存システムにより代替可能であることなど、本帯域を要望する必然性が不明確

である。本提案は、ニーズ、実現可能性、社会的な効果及び技術的な要素のいずれにおいても課

題が大きいこと、高度 MCA 陸上移動通信及びデジタル MCA 陸上移動通信の両帯域にまたがる

ものであり他の提案システムとの共存が困難であることから、新たに導入する必然性に欠ける。 
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２－４ 今後の検討課題 

900MHz 帯はサブギガヘルツ帯とも呼ばれ、屋内への浸透性や障害物を回り込む回折性を一定

程度有するとともに、ある程度の帯域を確保することが可能な周波数帯である。さらに、技術的

にも広く活用が進んでいることから利用が容易であり、いわゆるプラチナバンドとされる周波数

帯にあたる。 
新たな無線システムの導入に当たっては、本帯域が携帯電話を始め RFID など多数の既存無線

システムに利用されていることを踏まえ、総務省において、新たな無線システムとこれら既存無

線システムとの共用可能性について技術的な検討を行うことが必要である。この際、700MHz 帯

の特定ラジオマイクの周波数移行や運用条件の見直しも含めて携帯電話との共用条件について

精査を行い、700～900MHz の「プラチナバンド」全体の有効利用を推進することが期待される。 
また、新たな無線システムの導入後も、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評

価の結果等も踏まえながら、継続的に電波の有効利用を図っていくことが求められる。 

第３章 無線設備の認証の在り方 
装置の汎用化・仮想化等に適応した認証制度の在り方については、無線技術の高度化や、無線

設備の製造工程の分業化といった無線設備を取り巻く環境が変化していることから、無線設備の

認証に関する重要課題について今後の政策の在り方を検討するため、令和７年７月に無線設備の

認証の在り方検討作業班を設置し、検討を進めてきたところ。本事項に係る報告は別冊のとおり

であり、今後、同報告に基づき、取組を進めていくことが適当である。 
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回答書 

令和 7 年 9 月 29 日 

総務省総合通信基盤局 

電波部移動通信課 御中 

郵便番号： 100-6150 

住所：  東京都
と う き ょ う と

千代田区
ち よ だ く

永田町
な が た ち ょ う

二丁目
に ち ょ う め

11
１１

番１号
ば ん １ ご う

氏名： 株式
か ぶ し き

会社
が い し ゃ

NTT
ＮＴＴ

ドコモ
ど こ も

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

  前田
ま え だ

 義
よ し

晃
あ き

「900MHz 帯を使用する新たな無線利用に係る調査」に対する回答提出の機会を頂き、厚く御礼申し上げます。 

別紙の通り回答を提出いたします。 

（本件連絡先） 

氏名   ： 

電話番号： 

電子メールアドレス： 
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令和 7 年 10 月 01 日 

総務省総合通信基盤局 
電波部 移動通信課  御中 

〒158-0094 

東京都
とうきょうと

世田谷区
せ た が や く

玉川
たまがわ

一丁目 14 番 1号 

楽天
らくてん

モバイル
も ば い る

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 矢澤
や ざ わ

 俊介
しゅんすけ

 

 「900MHz帯を使用する新たな無線利用に係る調査等(令和 7年 8月 25 日公表)」に関
し、別紙のとおり、回答いたします。 
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別紙 
○ 「900MHz帯を使用する新たな無線利用に係る調査等」のうち「890-900MHz」及び「928-
945MHz」の周波数（帯域の一部のみを含む）を組み合わせて使用する 3GPP 技術仕様に準
拠した移動通信システム等に関して、以下の項目について回答いたします。 

 
１ 900MHz帯の割当てを希望する理由 
（1）割当てを希望する理由 

都心部のビルの奥や地下空間などを含め、より遠くに、隅々まで電波の届きやすい
特性を有する帯域です。この特性を活かし、屋内も含め電波が浸透しづらい箇所への
対策や、更なるカバレッジ拡大に活用するため、割当てを希望します。 

 
（2）割当てを希望する周波数帯及び帯域幅 

895～900MHz 及び 930～945MHz（UL5MHz幅/DL15MHz 幅） 
 

（3）上記（２）で記載した周波数帯に導入を希望する技術の名称と導入希望時期 
現時点においては移動通信システムの導入を希望します。導入技術や導入希望時期

については、既存システムの今後の状況を踏まえ、検討する必要があると考えます。 
 
（4）想定する利用シーン、需要見込み（通信トラヒックを含む。）、活用が想定されるユー

スケース、エリア展開に対する考え方 等 
より遠くに、隅々まで電波の届きやすい特性を有する帯域であることから、屋内も

含め電波が浸透しづらい箇所への対策やNTNを含めたカバレッジの拡大に向けた利
用を想定しております。 

 
（5）基地局整備の方針 

当該周波数の割当ての条件や時期等が明確になっていない現時点において、基地局
の整備計画（基地局の整備地域・時期、カバー率等）を具体的にお示しすることは難
しい状況です。 

 
２ 3GPP 技術仕様に準拠した移動通信システムに対する周波数割当てに関しての意見 
（1） 一の免許人に割り当てる帯域幅及びその理由 

対象の帯域を 1 社に割り当てることを希望いたします。 
 

（2） 免許人が満たすべき要件 
総合評価方式において絶対審査基準としてこれまで課されてきた、円滑に特定基地
局を整備するための能力、電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能
力、財務的基礎等の要件は最低限満たすべきと考えます。 
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なお、900MHz 帯は先発事業者のみが保有するカバレッジ拡大に極めて優位な帯域
であることから、基本的には後発事業者に配慮した制度設計とすべきと考えます。 

 
（3） 複数の申請があった場合の審査方法について留意すべき事項 

本周波数は、年々増加する移動通信トラヒックへの対応や、大規模災害時のライフ
ラインの安定性の向上の観点等から移動通信システム等に割り当てられるべきと考
えます。 
審査方法については、事業者間の公正な競争を促進するため、後発事業者が先発事

業者と同等のサービスを提供できるよう、後発事業者へ最低限必要な周波数帯域を割
り当てることが必要であり、当該周波数の特性や利用用途が近しい周波数帯の保有の
多寡に係る基準を設ける等、新規事業者・後発事業者に配慮した制度設計が適当と考
えます。 
また、特定基地局開設料が高額化すると、携帯電話のインフラ整備の遅延や携帯電
話料金への転嫁など、国民にとって不利益となる恐れがあるため、開設計画の審査基
準の設定にあたっては、特定基地局開設料の金額の多寡により割当て事業者が決まる
ことがないような配点とすることが適当と考えます。 

 
以上 

 





有限会社プリシード 担当部署   担当者 
メールアドレス

１，現在 400MHZ で １ｍW 陸上移動局の同時通話チャンネルが、送信波 454.0500MHZ 
12CH、受信波  413.7000MHZ  36CH  電力 １ｍW ありますが、 
現在、周波数がたりなくなっており、工場地帯では、混信もありますので、900MHZ 
の空きバンドに、送信波 36ch  受信波 108CH 割り当てをしてほしい、電力は、0.5W とする。 
チャンネル方式及び、変調方式は、24K３G1B （24K3GXXX） DBV
音声とデーターが運用できるようにしてほしい。 また、開発にあたっては、全国陸上無線協会の会員
で、認定点検事業業者の意見を聞き開発を進めてほしい。

２，２つ目の提案は、900MHZ にも Wi-Fiバンドを、日本独自のチャンネルを割り当てし、 
   屋外でも使用できるように改正してほしい。電力は、200ｍW程度がのぞましい。 
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新たな無線利用に係る具体的なシステム提案募集 回答書 

1. 提案募集項目への回答

組織の名称 Wi-SUN Alliance 

組織の代表者 役職：President & CEO 

氏名：Phil Beecher  

担当者連絡先 役職： 

氏名： 

住所：

直通電話：   電子メールアドレス： 

計画又は想定してい

る無線利用の詳細 

1. スマートユーティリティー分野（電力・ガス・水道等）

（１）スマートメータ、高度検針インフラ

検針（高粒度・自動・遠隔）、停止・停止解除・各種設定作業の遠隔化、電

圧・停電管理、ガス漏れ検知、漏水検知 等 

（２）グリッドマネジメント（配電機器監視・制御 等）

電圧・逆潮流・停電状況等の管理、配電系統機器（開閉器等）の監視・制御  

等 

（３）電力・ガス・水道の共同検針

2. スマートホーム分野

宅内エネルギー管理、宅内家電制御、EV 充電システム、太陽光発電システ

ム等の特例計量器と電力スマートメータとの共通管理

3. スマートシティ分野

街路灯管理（状態監視、制御）、駐車場管理、道路交通システム（交通量モ

ニタリング等）、共同ゴミ箱管理、環境モニタリング（大気汚染度、騒音計

測等） 

4. 防災・減災・安全・安心モニタリング分野

構造物（建造物、橋梁等）モニタリング、崖崩れ、水位モニタリング、各種

監視システム

5. M2M（マシン・トゥ・マシン）分野

農業、設備・資産・物品管理、自動運転支援用モニタリング、ドローン用通

信システム

計画又は想定してい

る無線利用の導入に

よる効果 

エネルギー、水、交通等、幅広い分野において、あらゆるモノを安全に、低コス

トでつなぐことにより、持続可能なスマート公共サービス、次世代インフラ、脱炭

素社会の実現を強力に支援。 

1. スマートユーティリティ分野（電力・ガス・水道スマートメータ、グリッド

マネージメント等

（１）レジリエンスの強化

大規模災害発生等における設備被害状況の迅速・的確な把握、迅速な復旧を

支援 
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（２）低炭素社会の実現 

逆潮流、電圧変動等の系統状況管理の高度化による、太陽光発電などの再生

可能エネルギーの導入促進、安定的な系統運用を支援 

EV 充電器の管理・制御による、系統負荷の軽減、電力系統の増強を回避しつ

つ、電動化の推進（EV の普及）を支援 

（３）公衆安全の確保・向上 

電力設備の異常検知による停電事故の未然防止 

ガス漏れ検知による火災等の未然防止 

（４）社会インフラコストの削減 

正確な負荷管理による設備容量の適正化等による設備増強コストの抑制を支

援。また電力・ガス・水道の共同検針の促進によるスマートメータリングシ

ステムの統合による大幅な社会インフラコストの削減を支援。 

（５）老朽化設備対応の効率化 

水道管の老朽化に伴う漏水管理の高度化による、設備保守の効率化を支援 

（６）人手不足への対応、働き方改革支援 

検針業務、その他現地出向業務の自動化、遠隔実施による省力化を支援 

2. スマートホーム分野 

（１）宅内の電力スマートメータと EV 充電システム、太陽光発電システム

等の特例計量器との共同管理によるエネルギーの効率的な管理理 

（２）宅内各種家電、電力メータの管理、制御の共通化による高度スマート

ホームの実現 

 

3. スマートシティ分野 

（１）街路灯管理（故障検知、照度管理 等）による安全性の向上、省エネの

推進 

（２）センサ付き共同ごみ箱によるゴミ収集の効率化 

（３）交通状況のモニタリングによる渋滞緩和 

（４）駐車場空き状況管理による利便性向上 

 

上述の通り、再エネ利用の拡大に伴うきめ細かな電気情報の収集やガス・水道

検針の自動化等、AMI（Advanced Metering Infrastructure）の高度化・適用領域

拡大により、低炭素社会の推進、設備の効率運用による省エネ推進、インフラ管理

の高度化に貢献。Society5.0 は IoT ですべてのモノがつながることで、新たな価

値が生み出される。Wi-SUN FAN は Society 5.0 を実現する IoT システムに求めら

れる要件である・相互接続性（標準準拠）・設備構築の柔軟性（マルチホップ）・実

現性（世界で 1 億台以上の稼働実績）を備え、Society5.0 実現を強力に支援する

ことで国民の利益に貢献する。 

既存の無線システム

で対応できない理由 

現行の Wi-SUN システムは、主に既存の 920MHz 帯において、通信速度 100kbps、

チャネル帯域 400kHz/ch の IEEE 802.15.4 SUN を利用しており、スマートメータ

を中心にすでに 3000 万台以上が市場に展開されている。特にこの Wi-SUN システ

ムは市街地等での高密度設置を可能とするため、干渉対策として、周波数（チャネ

ル）ホッピングを採用し、高い周波数利用効率を達成している。 

このような拡大が進む中で、Wi-SUN システムをスマートメータ、スマートシティ

のみならず、スマートホーム、M2M 等に利活用する需要が高まり、この新しい利用
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モデルを実現するには、より高速な通信速度の実現が強く望まれる。これに対し

て、すでに IEEE 802.15.4x として標準化されているより高速な無線伝送方式（通

信速度 ～2.4Mbps）を利用した無線マルチホップシステムの標準化(Wi-SUN FAN 

1.1)が Wi-SUN Alliance で行われ、対応認証機器の開発、実用化が行われつつあ

る。さらに IEEE では、IEEE 802.15.4ad として現行システムの 70 倍の７Mbps 程

度の通信速度の高速化の審議も進められている。国際規格である IEEE802.15.4x

及び IEEE802.15.4ad を採用した Wi-SUN システムを我が国において広く適用させ

るには、以下の観点から、同システムでの利用可能なチャネル帯域幅の拡大が望

まれる。 

 

1. チャネル当たりの帯域幅 

 

IEEE802.15.4ｘ (標準化終了) 

 

チャネルあたり帯

域幅 

チャネルあたり最大の通

信速度 

400kHz 600kbps 

800kHz 1.2Mbps 

1.2MHz 2.4Mbps 

 

IEEE802.15.4ad （現在ベースラインの一つとして標準化審議中のもの） 

チャネルあたり帯

域幅 

チャネルあたり最大の通

信速度 

1MHz 1.8Mbps  

2MHz  3.6Mbps  

4MHz  7.2Mbps  

 

⇒ チャネルあたり帯域幅：最大 4MHz/ch 必要 

 

2. 周波数（チャネル）ホッピング 

 

⇒ 周波数（チャネル）ホッピング数は、現行のスマートメータ向け Wi-SUN シス

テムで高密度設置での運用実績がある 7 チャネル程度とすることが望ましい。既

存の 920MHz帯では高速通信が可能なチャネルを 7チャネル確保することができな

いため、928MHz～945MHz 帯域への拡張が必要である。 

 

（参考）アメリカ、カナダ、メキシコ地域における同システムの利用周波数帯 

    902MHz～928MHz 

想定される導入時期

等 
2028 年 
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使用周波数等 

1. 新たな無線利用に必要な周波数帯 

必要な周波数帯域=【20MHz】(既存の 920MHz 帯を含む) 

 

 既存の 920MHz 帯も利用して周波数ホッピングを行うシステムを想定して

いる。既存 920MHz 帯でアクティブ小電力無線システムに割り当てられている

帯域は 5.8MHz(922.3～928.1MHz)で、本調査の対象で 920MHz 帯と隣接してい

る周波帯(928MHz～945MHz)と合わせると、全体で 22.7MHz である。 

 この帯域で、IEEE802.15.4ad の最高速度のチャネル(4MHz、7.2Mbps)で周波

数ホッピングを実施する場合、5 チャネル確保可能で 20MHz の帯域が必要で

ある。 

 

2. 具体的に希望する周波数 

 希望周波数=【928.1MHz～942.3MHz＋ガードバンド】 

 

 既存の 920MHz 帯と拡張する帯域を合わせて周波数ホッピングを行うシス

テムを想定しているため、既存の 920MHz 帯と連続する帯域を割り当てるのが

望ましい。 

（１）既存の 920MHz 帯域および必要帯域 

   周波数：922.3～928.1MHz 帯域：5.8MHz 

   必要拡張帯域：20MHz-5.8MHz=14.2MHz 

（２）希望する周波数 

  928.1MHz+（必要拡張帯域）14.2MHz=942.3MHz 

  周波数帯域=928.1MHz～942.3MHz＋ガードバンド 

周波数共用の考え方 

1. 同一周波数における他の無線システムとの共用 

CSMA/CA、周波数(チャネル)ホッピング、デューティ制御などの技術を用い、シ

ステム間の干渉を許容しつつ、他の無線システムとの共用を実現する。 

2. 隣接周波数における他の無線システムとの共用 

適切な周波数ガードバンドを設けることにより他の無線システムとの共用を実

現する。 

国内外における 

検討状況等 

1. 現行ホームエリアネットワーク（IEEE802.15.4−2020 SUN 準拠 Wi-SUN HAN 

2.0 RB、RH） 

2013 年仕様策定済み、2014 年 7 月～ 製品認証開始（B ルート）. すでに東

京電力管内を中心に 2000万台以上のスマートメータに搭載 

2. 共同検針、特定計量器用 IoT ルートネットワーク（IEEE802.15.4−2020 SUN 準

拠 Wi-SUN HAN 2.0 RI） 

3. 現行フィールドアリアネットワーク（IEEE802.15.4−2020 SUN 準拠 Wi-SUN 

FAN V1.0） 

2015 年仕様策定済み、2019 年 1 月～ 製品認証開始、すでに米国を中心にで

ユーティリティ企業に導入中 

4. 高速データレート規格（IEEE802.15.4ｘ OFDM 準拠 Wi-SUN FAN V1.1） 

2025 年 9 月～ 製品認証開始、すでに米国、日本において大規模商用展開中 

 

 



5 
 

2. 新たな無線利用に対する周波数割り当てに関する意見 

免許人が満たすべき

要件 
免許不要の特定小電力無線としての利用を想定 

デジタル MCA 陸上移

動通信システム又は

高度 MCA 陸上移動

通信システムの終了

時期について留意す

べき事項 

 

技術基準等の制度整

備に向けて想定され

る課題 

近隣周波数帯を使用する無線システムとの共用検討が必要 

 





参考資料１－６
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900MHz 帯を使用する新たな無線利用に係る調査 
（3）新たな無線利用に係る具体的なシステムの提案募集回答書

（１）提案主体組織について

組織の名称 802.11ah 推進協議会 
代表者の役職・氏名 会長 小林 忠男 
担当者の役職・氏名・連絡先 

（２）計画又は想定している無線利用の詳細

本周波数帯での IEEE 802.11ah 規格 （以下 Wi-Fi HaLow と表記）利用を希望
します。 
Wi-Fi HaLow は、現在日本国内において 920MHz 帯で利用可能な通信手段の
１つであり、特に IoT の通信システムとして様々な分野での活用が期待されて
います。 
Wi-Fi は現在の我々の生活において欠かせない通信であり、Wi-Fi HaLow も今
後対応デバイス出荷数が年間 40 億台を超えることが見込まれている Wi-Fi フ
ァミリー規格の１つです。 
その中で Wi-Fi HaLow の特徴は下記になります。 
①数 km の通信も可能な長距離性能
②動画転送にも利用可能なスループット
③ユーザーが自由にネットワーク構築可能
④フルオープン・IP ベース仕様

これらの特徴により多様なユースケースへの適用を実現し、IoT を活用した社
会的課題の解決手段の選択肢拡大や利便性向上に寄与するものと考えます。 
具体的には農業や水産業をはじめとする一次産業、製造業を含む二次産業、 
サービス業を中心とする三次産業での特徴を活かした新たなユースケースによ
る社会的課題解決の実現や、公共機関での活用による住民サービスの向上、集

参考資料１－７



合住宅での利用による国民生活の利便性向上が期待されます。 
 
920MHz 帯においては 2022 年の法令改正から国内利用が開始されました。 
現在は実証フェーズから導入フェーズへと移行が進んでいます。 
またそれに合わせて国内メーカー、海外メーカーから日本対応機器も多く発売
されています。 
ただし、920MHz 帯では下記制限があり、Wi-Fi HaLow の真の実力を発揮出来
ていない状況です。 
① 総送信時間制約(Duty10%ルール)によるレイテンシーの増加 
② 占有周波数帯幅が 4MHz までの制限によるスループットの低下 
③ 20mW 出力制約による通信距離低下 

本帯域ではこれらの制限を解放して使用可能とすることで、更なる利便性の向
上、新しいユースケースの創造が可能になると考えています。 
 
また、Wi-Fi HaLow は IEEE 規格において帯域幅 1MHz、2MHz、4MHz、
8MHz、16MHz 幅で規格化されています。 
技術案次第ではありますが、現行 920MHz 帯(RFID 帯域)と連結して使用可能
となれば、今後の RF IC 進化に伴い 16MHz 幅も対応した場合、さらに大容量
な長距離通信を実現可能となります。 
参考ですが、米国の 900MHz 帯は 902MHz～928MHz であり、帯域幅 16MHz
での利用が可能となっています。 
 
参考に現在進んでいる・計画されている Wi-Fi HaLow を利用したユースケー
ス資料を添付します。 
 

（３）計画又は想定している無線利用の導入による効果 

我が国においてもサイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を
高度に融合させた Society 5.0 の検討が進められています。Society5.0 ではフィ
ジカル空間のセンサーからの膨大な情報がサイバー空間であるクラウドに集積
され、AI 等による解析結果がフィードバックされることが想定されています。
この膨大なセンサーデータの収集には、十分な情報通信を行うことが不可欠で



あり、誰もが自由に使える免許不要周波数帯の活用が有効と考えます。 
従来の LPWA で送信可能である僅かなセンサー情報では判断することができな
かった社会課題、利便性向上について、Wi-Fi HaLow を活用し映像や画像の送
受信を実現することで解決できるようになることが期待できます。 
画像の送受信を実現する新たな規格は一次、二次、三次産業や公共サービス、
家庭やオフィスにおけるこれまでの規格では解決に至らなかった課題解決の選
択肢を増やすことに寄与すると考えられます。 
例えば、農業の担い手のほぼすべてがデータを活用した先端技術を用いて農業
を営むことや日本産業の中でも特に重要なものづくりの現場においても多くの
センサー・カメラ画像を用いることにより高品質なものづくりかつ安全な工場
運営にも有用なものと考えます。 
これらを含めて各省庁の政策方針の実現や Society5.0 でめざすイノベーション
に寄与すると考えられる Wi-Fi HaLow の本周波数での利用を希望します。 

 

（４）既存の無線システムで対応できない理由 

IoT サービスに利用される無線システムは、人が立ち入らないエリアに無線機
を設置する利用ケースも多くある為、 見通し外エリアなどでも受信レベルが
確保できる 1GHz 以下の低周波数帯の利用が必要となります。その中でも現在
の免許不要周波数帯である 920MHz 帯では、Wi-SUN や LoRa・SIGFOX など
の LPWA 通信が利用されています。 
ただし、これらの無線システムは伝送速度が低速なため、映像伝送や高品質の
画像の伝送を行うには転送レートが不十分な課題があります。 一方 920MHz
帯における Wi-Fi HaLow では上述の通りいくつかの制約により十分な通信を
確保出来ておりません。 
また IEEE 802.11ac(5GHz 帯）や IEEE802.11ax(2 無線機を 2.4/5GHz 帯）の
Wi-Fi では通信距離が短い為こちらも十分なサービスエリアを確保することが
出来ていません。 
よって 
 ・誰もが利用可能な周波数帯であること 
 ・十分なエリアを確保すること 
 ・十分な伝送速度で通信すること 



の条件をみたす無線システムとして本周波数帯での Wi-Fi HaLow の利用を希望
します。 

（５）想定される導入時期等 

Wi-Fi HaLow はすでに 920MHz 帯での運用が開始されて多くの製品が市場投
入されている為、本 900MHz 帯に向けて対応機器が投入されるまでには多くの
時間は必要ではないと考えます。 
よって条件・法令が整備され次第大きな時間差なく導入可能と考えます。 
 
（６）使用周波数等 
携帯電話使用帯域などに対して GB(Gurd Band)を 2MHz 設定する事を前提と
して可能な限り広い周波数を希望します。 
今後の IoT 世界においては大きなデータ量を送信するセンサー機器が多台数接
続されることが想定される。この場合システム要件として必要なスループット
を確保する為に１つの親機(アクセスポイント)に接続する子機の数を制限する
必要が出てくる。そしてシステムとして必要な接続台数を確保する為にはお互
い周波数が重ならないチャンネルを並行で複数チャンネル使用することになる
為、可能な限り広い周波数の利用を希望します。 
また(2)にも記載した通り 920MHz 帯(RFIC)との結合利用も 
 

（７）周波数共用の考え方 

Wi-Fi HaLow は、他の IEEE 802.11 無線 LAN 標準規格と同様に、免許不要周
波数帯での運用を想定しています。従って、Wi-Fi HaLow 標準準拠の無線機同
士あるいは他方式の無線機との共存を実現するために、キャリアセンス機能の
実装が必須となっております。 
具体的には、無線機は送信に先立ち利用するチャネルに対して受信を行い、 
受信電力レベルが予め定められた閾値を上回っている場合には、既に他無線局
によって周波数チャネルが利用中であると判定し送信を控え、一定時間待機 
した後再度受信レベルを判定し、閾値下回っている場合においてのみ電波を出
力します。 
これにより、他の無線局により既に行われている通信に干渉を与えること、な
らびにこれから開始する自らの通信が他の無線局からの干渉により失敗するこ



とを回避しています。 
 

（８）国内外における検討状況等 

Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah)はすでに 2017 年 5 月に IEEE での標準規格策定
を完了しています。 
また IEEE 802.11 標準に対応して無線 LAN 機器の相互接続認証を担う Wi-Fi 
Alliance において Wi-Fi HaLow に対応した製品に対して異なるベンダ間の相
互接続プログラムの策定も完了しております。 
合わせて AHPC として日本国内向け機器における相互接続試験も行っておりま
す。 
国外状況については北米、カナダ(FCC）においては 902-928MHz の 26MHz
という広い周波数が割り当てられており、現状もさまざまユースケースで普及
が進んでいます。 

 

以上 
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提案システム名 特定ラジオマイクの周波数逼迫対策のための周波数拡充及び高度利用 

(1)計画又は想定して

いる無線利用の詳細 

特定ラジオマイクの利用は、放送や舞台・演劇などのプロオーディオ

分野に加え、オフィス会議、学校施設、その他さまざまな一般施設など、

社会のあらゆる場面・シーンにおいて広がりを見せています。 

さらに、イヤーモニターの導入が急速に進んでいるほか、同一環境下

で多数のマイクやイヤーモニターの同時利用（多チャンネル運用）が求

められるなど、利用ニーズの多様化も進行しています。 

その結果、特定ラジオマイクの周波数利用環境は逼迫しており、この

課題の解消を目的として、周波数の拡充および高度利用について、次の

とおり提案いたします。 

 

① 周波数拡充の提案  

特定ラジオマイクの利用ニーズ拡大に伴い、周波数の逼迫および地

域間の周波数利用格差が顕在化しています。特に、テレビホワイトスペ

ース帯において使用可能な周波数帯域が地域によって異なるため格差

の解消は課題となっています。周波数の逼迫と地域格差解消を目的とし

た周波数拡充を提案します。 

 

② 広帯域多チャンネル音声システム（WMAS）の導入提案 

国際標準化が進められている新しい音声システム「広帯域多チャンネ

ル音声システム（WMAS）」の導入を提案します。これは、特定ラジオマイ

クの高度利用を可能にする技術です。 

 

③ B 型ラジオマイクにおける周波数拡充の提案 

免許不要局である B 型ラジオマイクは、現在 4MHz 幅（806～

810MHz）の周波数が使用可能ですが、同一環境下での同時利用は約

10 本程度に限られています。オフィス会議、学校施設、各種イベントなど

での利用も増加しており混信の発生や現状の環境で使用できない場所

もあるほか、隣接する無線システム（簡易なモバイル中継装置等）から

の干渉も確認されているなど周波数逼迫が深刻化しています。 

混信発生の事実から安心して周波数を使用できないなどの相談も寄

せられていることから周波数の拡充を提案します。 

 

④ 現在の取り組みについて 

特定ラジオマイクの利用場所の拡大や多チャンネルニーズへの対応

に向けて、地上デジタル放送と周波数を共用しているテレビホワイトスペ

ース帯における周波数共用の技術検討を進めています。 

具体的には、新たに建設される劇場・ホール・イベント施設などにおけ

る新規周波数の検討に加え、既存施設で周波数が不足しているケース

については、現地調査を含めた追加周波数の検討を行っています。 
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また、広帯域多チャンネル音声システム（WMAS）の導入に向けては、

総務省の担当課に対して要望を提出しています。 

 ・別紙パワーポイント参照 

(2)計画又は想定して

いる無線利用の導入に

よる効果 

本提案の導入により、特定ラジオマイクの周波数逼迫や混信といった

課題が解消されるとともに、広帯域多チャンネル音声システム（WMAS）

の導入によって、多様化する利用ニーズへの対応が可能となります。 

これにより、特定ラジオマイクの利便性が向上し、音響機器を活用す

る放送・舞台・劇場などの文化芸術分野のさらなる発展に寄与すること

が期待されます。 

加えて、本提案は音響機器産業の成長戦略にもつながるものであり、

B 型ラジオマイクの周波数逼迫（混信）対策にも資することから、公共の

福祉の増進にも貢献できると考えます。 

(3)既存の無線システ

ムで対応できない理由 

① 周波数逼迫状況および将来需要 

ワイヤレス技術の発展・普及により、「特定ラジオマイク」の利用は“い

つでも、どこでも、どんな時でも”という形で一般化し、放送・舞台・劇場・

ホール・イベント会場・稽古場施設などに加え、オフィス会議室、学校施

設、ホテル、会議場、結婚式場、集会場、商業施設など、利用シーンが

多様化・拡大しています。特に、首都圏や大都市圏での利用ニーズは顕

著な増加化傾向にあります。 

さらに、屋外での利用、移動連続利用、同時多チャンネル利用、イヤ

ーモニターの普及、国際イベントにおける海外持ち込みニーズ（例：東京

2020 五輪、2025 大阪万博）など、周波数利用環境は逼迫しています。 

これらのことは、将来的にも利用ニーズの増加が見込まれ、周波数逼

迫の傾向はさらに深刻化することが予想されるため、現在の周波数帯域

に加え新たな周波数帯域の確保が必要と考えます。 

 

② テレビホワイトスペース帯の地域差 

テレビホワイトスペース帯は、地上デジタル放送受信者に影響を与え

ない条件下で特定ラジオマイクとの共用が可能ですが、地上デジタル放

送の周波数や中継局の配置状況は地域によって大きく異なり、共用可

能な周波数帯域に地域差が生じています。特に関西地域などでは、現

在も周波数逼迫が続いており、地域間の不公平が発生しているため、現

在の周波数帯域に加え新たな周波数帯域の確保が求められます。 

 

③ １．２ＧＨｚ帯の周波数利用状況 

１.2GHz 帯は全国共通で使用可能な周波数で、2014 年の周波数移行

当初の導入は放送事業者が先行していましたが、テレビホワイトスペー

ス帯の運用条件等の制約に比べ、その利便性の高さから 2019 年以降

は音響事業者（特ラ機構会員）にとって市場ニーズの高い 1.2GHz 帯の

製品が発表されるなどの影響もあり、現在では当機構会員が所有する

1.2GHz 帯ラジオマイクとイヤモニの免許数は約 13,000 局に達していま
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す。このような状況の中、2025 大阪万博を始め多くの大規模イベントや

展示会では、1.2GHz 帯で使用可能な帯域幅（1.9MHz）で約 90 局におよ

ぶ周波数プランが組まれるなど、周波数逼迫が顕著であり、新たな帯域

の必要性が高まっています。 

④ 広帯域多チャンネル音声システム

広帯域多チャンネル音声システム(WMAS）は、従来の特定ラジオマイ

クに比べて帯域内の総電力を低く抑え、デジタル処理による遅延も少な

く、多チャンネル運用が可能な国際規格のシステムです。既に導入が進

められている海外のシステムでは 800kHz から 6/8MHz の広帯域となる

周波数が必要となるため、新たな技術基準や利用可能な周波数環境が

必要になります。 

また、テレビホワイトスペース帯での運用については、上述のとおり現

在も地域差が生じており、全国で公平な利用環境を確保するには新たな

周波数帯域が必要です。 

⑤ 700MHz 帯の利用環境

710〜714MHz 帯は、全国で使用可能な特定ラジオマイク専用帯域

で、特にテレビホワイトスペース帯の使用可能チャンネルが少ない地域

や、多チャンネル運用・イヤーモニターとの同時運用が求められる環境

では広く利用されています。 

しかし、近年運用開始された隣接する狭帯域 LTE 移動局からの干渉

回避のため、運用調整が新たに必要となり、利用者側の運用連絡や事

務作業が煩雑化しています。この課題を解消するためにも、新たな周波

数帯域の確保が必要です。 

⑥ B 型ラジオマイク

B 型ラジオマイク（806〜810MHz／4MHz 幅）は、1989 年の制度化以

降、36 年間にわたり利用され、累計出荷台数は 450 万台以上、推定稼

働台数は 270 万台以上に達しています。都市部では高層化が進み、企

業会議室などで混信が多発しており、利用者からのクレームや相談が増

加しています。製造メーカー等からも、4MHz 幅では混信回避が困難との

声があり、使用環境の悪化が懸念されるため、周波数逼迫対策として新

たな帯域の確保が必要です。 

⑦ 特定ラジオマイクの利用ニーズの多様化・国際対応

特定ラジオマイクには、一般的な送受信環境での利用に加え、長距離

伝送や国際イベントにおける海外持ち込みなど、現行の空中線電力の

上限を超える特殊なニーズも存在しています。 

国内の空中線電力の技術基準上限値は、アナログ方式で 10mW、デ

ジタル方式で 50mW と定められていますが、国際規格である ITU-R 
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BT.1871-3 では 100mW が上限とされており、海外で流通している機器と

の運用環境に差異があります。 

これらのニーズに対応するためには、新たな技術基準および運用条

件を整備したうえで新たな周波数帯域の確保が必要です。 

 

⑧ その他 

A 型・B 型以外にも、C 型、D 型、2.4GHz ISM バンド、1.9GHz DECT、

赤外線方式などのワイヤレスマイク装置が存在しますが、音質・使用可

能本数・伝搬距離、伝搬特性、運用安定性など使用形態等の面で制約

があり、これらの既存システムでは今回提案しているニーズには対応で

きない状況です。 

(4)想定される導入時

期等 

周波数の利用が可能となる時期、または技術基準および関連法制度

の整備以降を想定しています。（2029 年 6 月 1 日以降を想定） 

併せて、新周波数に対応した装置・製品の市場流通時期については、

関連制度の整備後 1〜2 年程度での導入を見込んでいます。 

 また、特定ラジオマイクの導入については、国内外で流通して周波数

帯が近いことから、技術的には大きな課題には至らないと複数のメーカ

ーから見解を得ております。 

(5)使用周波数等 ・提案する使用周波数および周波数幅は、次のとおりです。 

① 928-945MHz のうちガードバンドを含む下側 12ＭＨｚ幅 

② 890-900MHz のガードバンドを含む 10ＭＨｚ幅 

・提案する周波数は①を優先希望とし、①の使用が困難となる場合は②

の周波数を提案します。 

・①の周波数を優先希望する理由は、米国(902-928MHz,941.5-952MHz)

や韓国(925-937.5MHz)やオーストラリア（915-928MHz）が同一または近

い周波数帯を使用していることから、他国との周波数の互換性や製造メ

ーカーの開発負担を軽減するとともに早期導入が可能になると考えてお

ります。 

.(6)周波数共用の考え

方 

同一周波数、隣接周波数における他の無線システムとの周波数共用

については技術検討が必要と考えますが、現時点における周波数配置

イメージ（案）を別紙に示します。 

また、稠密で高効率な周波数運用および混信回避のため、新たな技

術や新たな運用調整方法の導入についても検討を行うことを想定してい

ます。 
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(7)国内外における検

討状況等 

アナログおよびデジタル方式の特定ラジオマイクやイヤーモニターに

ついては、既に技術基準が整備されていますが、周波数拡張に対応す

るためには、追加の技術基準整備が必要です。 

一方、広帯域多チャンネル音声システム（WMAS）方式については、国

内における規格が未整備であるため、新たな制度の整備が求められま

す。国際的には、ITU-R BT.1871-3、FCC 24-22、ETSI EN 300 422-1／

TR 103 450 などの規格が策定されており、欧米を中心に導入が進みつ

つあります。 

(8)免許人が満たすべ

き要件 

特定ラジオマイクについては、周波数拡充および新たな広帯域多チャ

ンネル音声システム（WMAS）方式の導入については、従来どおり免許

局とすることを提案します。また、現行の運用条件と同様に放送事業者

以外の免許人は特ラ機構への加入を前提とし、周波数の有効利用を図

る目的として運用調整を必須とする考えです。 

 B 型ラジオマイクについては、現行どおり免許不要局を想定していま

す。 

(9)デジタル MCA陸上移

動通信システム又は高

度 MCA陸上移動通信シ

ステムの終了時期につ

いて留意すべき事項 

現時点では具体的な事項は想定しておりませんが、今後の詳細検討

の過程において確認が必要となる場合には、適宜確認させていただきま

す。 

(10)技術基準等の制度

整備に向けて想定され

る課題 

周波数利用に関する国際的な動向を注視しつつ、日本が独自の仕様

に偏る「ガラパゴス化」とならないよう、国際整合性のある周波数配置の

実現を強く希望します。（928-940MHz を第一優先に希望） 

これにより、メーカーの国際競争力の向上にも資することができるほ

か、他国との周波数の互換性（RF 回路の共通化等）や特定ラジオマイク

の運用の一貫性を確保できることに期待します。 

同一帯域および隣接帯域の使用を希望する他の無線システムとの共

用条件や、最適な周波数配置の検討にあたっては、技術的な検討およ

び実機による検証が必要と考えます。 

また、周波数の有効利用を図る観点から、他の無線システムからの干

渉を回避する技術（例：周波数ホッピング方式や帯域内干渉除去フィル

ター機能など）の検討に加え、現在進めている稠密な周波数利用が可能

となる運用調整方法ついても、検討事項の対象として想定しています。 

(11)その他意見 B 型ラジオマイク（806〜810MHz）について、現在隣接する携帯電話の

上り帯域（815〜830MHz）とは 5MHz のガードバンド（GB）が設けられて

いますが、これまでに行われた 700MHz 帯の共用検討では、ガードバン

ドが 3MHz とされている事例もあります。 これらを踏まえ、 

B 型ラジオマイクの使用帯域を 806〜812MHz まで上側を 2MHz 拡張

し、帯域幅 6MHz での運用の可能性を検討することも、関連する事項と

して新たに提案いたします。 
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